
三木市公共施設案内予約システム利用者登録申請書（団体用） 

三 木 市 長 様 

三木市公共施設案内予約システム利用規約を確認のうえ、次のとおり利用者登録を申請します。 

申 請 日 令和   年   月   日 

  該当番号どれか1つに○印を入れてください。申 請 区 分 1.新規  2.変更  3.廃止

ﾌ  ﾘ  ｶ ﾞ  ﾅ 

団体名（法人名） 

ﾌ  ﾘ  ｶ ﾞ  ﾅ 

代 表 者 名
姓 名 

住    所 

(〒   －    ）（団体の場合は代表者の住所、法人の場合は所在地） 

電 話 番 号 （    ）   － 
その他 

連絡先 
（    ）   －

ＦＡＸ番号 （    ）   －

メールアドレス 

利 用 目 的
目的及び内容（野球、サッカー、バレーボール、会議等利用目的を具体的に記入してくさい。） 

スポーツ施設をご利用の方は該当番号どれか1つに○印を入れてください。 

申請区分欄で２(変更)に○印を入れた方のみ該当番号に○印を入れてください。 

※ 記入していただきました個人情報は、三木市の施設利用業務以外には利用しません。

【以下、施設記入欄】

受付（     ） □運転免許証 □健康保険証 □学生証 □その他（  ）

利 用 者 番 号

ログイン名

半角英数字4文字以上20文字以内 

パ ス ワ ー ド

半角英数字4文字以上20文字以内 

協会登録区分 １．三木市の協会に登録 ２．三木市以外の協会に登録 ３．登録していない 

構 成 人 数 人 内 訳 市内在住・在学・在勤   人    市外   人 

変 更 項 目 1.団体名／代表者名  2.住 所  3.電話番号  4.メールアドレス  5.パスワード

様式第２号（第３条関係） 



 

三木市公共施設案内予約システム利用規約  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(目 的 )  

第 １ 条  こ の 規 約 は 、三 木 市 公 共 施 設 案 内 予 約 シ ス テ ム（ 以 下

「 み っ き ぃ ネ ッ ト 」と い い ま す 。）を 利 用 し て 、三 木 市 及

び 指 定 管 理 者（ 以 下「 市 等 」 と い い ま す 。） が 管 理 す る 公

共 施 設 等（ 以 下「 施 設 」 と い い ま す 。） の 利 用 申 込 み 等 を

す る 際 に 必 要 と な る 利 用 者 登 録 の 手 続 等 に つ い て 、 必 要

な 事 項 を 定 め る も の で す 。  

(利 用 規 約 の 同 意 )  

第 ２ 条  み っ き ぃ ネ ッ ト を 利 用 し て 施 設 の 利 用 申 込 み 等 を 行

う に は 、こ の 規 約 に 同 意 し て い た だ く こ と が 必 要 で す 。こ

の こ と を 前 提 に 、 市 等 は み っ き ぃ ネ ッ ト に よ る サ ー ビ ス

を 提 供 し ま す 。  

２  み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 者 登 録 を さ れ た 方 は 、 こ の 規 約 に

同 意 し た も の と み な し ま す 。 何 ら か の 理 由 に よ り こ の 規

約 に 同 意 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 み っ き ぃ ネ ッ ト を

利 用 で き ま せ ん 。  

(利 用 者 登 録 の 対 象 者 )  

第 ３ 条  み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 者 登 録 を す る こ と が で き る も

の は 、団 体 及 び 個 人（ 団 体 に 属 さ な い 方 に 限 り ま す 。以 下

同 じ 。） と し ま す 。  

(利 用 者 登 録 の 申 込 み )  

第 ４ 条  み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 を 希 望 す る 団 体 又 は 個 人 は 、

登 録 受 付 窓 口 に お い て 、本 人（ 団 体 の 場 合 は 代 表 者 本 人 ま

た は 代 理 人 ）確 認 の で き る 書 類（ 学 生 証 、運 転 免 許 証 、マ

イ ナ ン バ ー カ ー ド 、住 民 基 本 台 帳 カ ー ド な ど ）を 提 示 の う

え 、 三 木 市 公 共 施 設 案 内 予 約 シ ス テ ム 利 用 者 登 録 申 請 書

（ 以 下「 申 請 書 」と い い ま す 。）を 提 出 し な け れ ば な り ま

せ ん 。  

(利 用 者 登 録 )  

第 ５ 条  利 用 者 か ら 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ っ た

時 は 、市 等 は 申 請 書 の 内 容 を 確 認 し 、登 録 者（ み っ き ぃ ネ

ッ ト の サ ー ビ ス を 受 け る 団 体 又 は 個 人 を い い ま す 。 以 下

同 じ 。）と し て 承 認 す る 場 合 は 、申 請 書 の 内 容 、ロ グ イ ン

名 及 び パ ス ワ ー ド （ 登 録 者 が 任 意 に 定 め る 半 角 英 数 字 ４

文 字 以 上 ２ ０ 文 字 以 内 の も の 。以 下 同 じ 。）を み っ き ぃ ネ

ッ ト に 登 録 す る 。  

(登 録 者 番 号 及 び パ ス ワ ー ド の 利 用 及 び 管 理 )  

第 ６ 条  登 録 者 は 、み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 に あ た っ て は 、ロ グ

イ ン 名 及 び パ ス ワ ー ド を み っ き ぃ ネ ッ ト に 入 力 す る こ と

に よ り 、利 用 申 込 み 等 の 手 続 等（ 以 下「 利 用 手 続 等 」と い

い ま す 。） を 行 う こ と が で き ま す 。  

２  登 録 者 は 、 ロ グ イ ン 名 及 び パ ス ワ ー ド を 次 の 事 項 に 注 意

し て 、 自 己 の 責 任 に お い て 厳 重 に 管 理 し て く だ さ い 。  

(1 )  ロ グ イ ン 名 及 び パ ス ワ ー ド は 、 他 人 に 知 ら れ な い よ う に

管 理 す る こ と 。  

(2 )  パ ス ワ ー ド は 、 定 期 的 に 変 更 し 、 第 三 者 へ の 漏 え い 防 止

に 努 め る こ と 。  

(3 )  他 人 か ら の パ ス ワ ー ド の 照 会 に 応 じ な い こ と 。  

(4 )  パ ス ワ ー ド を 忘 失 し た 場 合 は 、 速 や か に 、 第 ４ 条 の 規 定

に よ る 利 用 者 登 録 を 最 初 に 行 っ た 施 設 に 連 絡 し 、 そ の 指

示 に 従 う こ と 。  

３  市 等 は 、 こ れ ら 厳 重 に 管 理 さ れ た ロ グ イ ン 名 及 び パ ス ワ

ー ド に よ り 行 わ れ た 利 用 手 続 等 に つ い て は 、 本 人 に よ り

行 わ れ た も の と み な し ま す 。  

(利 用 者 登 録 の 変 更 )  

第 ７ 条  登 録 者 は 、 利 用 者 登 録 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、

速 や か に 、 市 等 の 登 録 受 付 窓 口 に 届 け 出 な け れ ば な り ま

せ ん 。  

２  登 録 者 は 、前 項 の 利 用 者 登 録 の 変 更 を 行 う 場 合 は 、申 請 書

を 提 出 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

(利 用 者 登 録 の 有 効 期 間 )  

第 ８ 条  利 用 者 登 録 の 申 込 み が さ れ 、 市 等 が 登 録 者 と 認 め た

日 を 登 録 日 と し ま す 。  

２  利 用 者 登 録 の 有 効 期 間 は あ り ま せ ん 。 た だ し 、 登 録 日 か

ら 、５ 年 間 、一 度 も 施 設 の 利 用 が な か っ た 場 合 は 、利 用 者

登 録 を 抹 消 す る 場 合 が あ り ま す 。  

(利 用 の 一 時 停 止 )  

第 ９ 条  施 設 の 使 用 料 等 の 支 払 い が 滞 っ て い る 場 合 、 登 録 者

が 本 規 約 に 違 反 し た 場 合 、 そ の 他 市 等 が 必 要 と 認 め る 場

合 は 、 登 録 者 の み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 を 一 時 停 止 す る こ

と が で き る も の と し ま す 。  

(登 録 資 格 の 喪 失 )  

第 １ ０ 条  登 録 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 に は 、 登 録

者 の 資 格 を 喪 失 し ま す 。こ の 場 合 に お い て 、登 録 者 は 、債

務 全 額 を 返 済 す る も の と し ま す 。  

(1 )  虚 偽 の 申 告 を し た 場 合  

(2 )  施 設 の 管 理 に 関 す る 条 例 若 し く は 規 則 又 は こ の 規 約 に

違 反 し た 場 合  

 

(3 )  施 設 の 使 用 料 等 の 債 務 の 履 行 を 怠 っ た 場 合  

(4 )  登 録 者 が 所 定 の 登 録 廃 止 の 手 続 を 行 い 、市 等 が 認 め た 場

合  

(5 )  死 亡 又 は 失 踪 宣 告 を 受 け た 場 合  

(6 )  住 所 の 変 更 の 届 を 怠 る 等 、登 録 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由

に よ り 登 録 者 の 所 在 が 不 明 と な っ た 場 合  

(7 )  み っ き ぃ ネ ッ ト に 対 し 、 不 正 に ア ク セ ス し た 場 合  

(8 )  み っ き ぃ ネ ッ ト の 管 理 及 び 運 営 を 故 意 に 妨 害 し た 場 合  

(9 )  暴 力 団（ 三 木 市 暴 力 団 排 除 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る

暴 力 団 を い う 。）、 暴 力 団 員 （ 同 条 第 ２ 号 で 規 定 す る 暴 力

団 員 を い う 。）並 び に 暴 力 団 密 接 関 係 者（ 同 条 第 ３ 号 に 規

定 す る 暴 力 団 密 接 関 係 者 を い う 。） と 認 め た 場 合  

(1 0 )  そ の 他 登 録 者 と し て 不 適 当 と 認 め た 場 合  

(施 設 規 則 の 遵 守 )  

第 １ １ 条  利 用 者 は 、当 該 施 設 に 定 め ら れ た 関 係 規 則 に 従 い 、

定 め ら れ た 目 的 以 外 の 使 用 は で き ま せ ん 。  

(施 設 の 利 用 方 法 )  

第 １ ２ 条  み っ き ぃ ネ ッ ト に よ り 利 用 申 込 手 続 等 を 行 う 施 設

の 具 体 的 な 利 用 方 法 は 、 市 等 が 別 に 定 め ま す 。  

(利 用 時 間 )  

第 １ ３ 条  み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 時 間 は 、 ２ ４ 時 間 ３ ６ ５ 日

で す 。  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 緊 急 の 保 守 又 は 点 検 を 行 う 場 合

は 、 み っ き ぃ ネ ッ ト の 一 部 又 は 全 部 を 停 止 す る 場 合 が あ

り ま す 。 運 用 の 停 止 を 行 う 場 合 は 、 三 木 市 の ホ ー ム ペ ー

ジ 等 で 事 前 に お 知 ら せ し ま す が 、 市 等 が 特 に 必 要 と 認 め

る 場 合 に は 、 予 告 な し に 停 止 す る こ と が あ り ま す 。  

(免 責 事 項 )  

第 １ ４ 条  市 等 は 、 登 録 者 が み っ き ぃ ネ ッ ト を 利 用 し た こ と

に よ り 発 生 し た 登 録 者 の 損 害 及 び 登 録 者 が 第 三 者 に 与 え

た 損 害 に つ い て 、 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

２  市 等 は 、み っ き ぃ ネ ッ ト の 運 用 の 停 止 、中 止 又 は 中 断 等 に

よ り 登 録 者 に 発 生 し た 損 害 に つ い て 、 一 切 の 責 任 を 負 い

ま せ ん 。  

(個 人 情 報 の 保 護 )  

第 １ ５ 条  登 録 者 の 申 込 み に 基 づ く 個 人 情 報 に つ い て 、 市 等

は 、 本 来 の 目 的 以 外 に 使 用 せ ず 、 そ の 管 理 に 十 分 な 注 意

を 払 い ま す 。  

２  市 等 は 、登 録 者 の 申 込 み に 基 づ く 個 人 情 報 に つ い て 、個 人

情 報 保 護 に 必 要 な 措 置 を 講 じ た う え で 、 み っ き ぃ ネ ッ ト

の 運 用 に 必 要 な 範 囲 に 限 り 、 各 施 設 で の 共 通 情 報 と し て

各 施 設 の 管 理 者 が 利 用 す る 場 合 が あ り ま す 。  

(登 録 情 報 の 字 体 )  

第 １ ６ 条  提 出 さ れ た 申 込 書 の 記 入 字 体 に つ い て 、 み っ き ぃ

ネ ッ ト で の 取 扱 い が 困 難 で あ る 場 合 は 、 み っ き ぃ ネ ッ ト

で 表 示 さ れ る 字 体 （ 標 準 文 字 ） に な り ま す 。  

(管 轄 )  

第 １ ７ 条  み っ き ぃ ネ ッ ト の 利 用 又 は こ の 規 約 に 関 し て 登 録

者 と 市 等 の 間 に 生 ず る す べ て の 紛 争 に つ い て は 、 市 等 の

所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 第 一 審 の 裁 判 所 と し ま す 。  

(利 用 規 約 の 変 更 )  

第 １ ８ 条  三 木 市 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、登 録 者 へ の

事 前 の 通 知 を 行 う こ と な く 、 こ の 規 約 を 変 更 で き る も の

と し ま す 。  

２  登 録 者 は 、利 用 の 都 度 、こ の 規 約 を 確 認 す る こ と と し 、こ

の 規 約 変 更 後 に み っ き ぃ ネ ッ ト を 利 用 し た 場 合 は 、 変 更

後 の 規 約 に 同 意 し た も の と し ま す 。  

(そ の 他 )  

第 １ ９ 条  こ の 規 約 に 定 め の な い 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ

い て は 、 三 木 市 が 別 に 定 め る も の と し ま す 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 




